
電気需給約款 新旧約款対照表 

※下記内容が主な変更箇所一覧となりますが、旧約款で発生しておりました誤字なども新約款では訂正し

ております。 

 

条項 変更前 変更後 

2.定義 (25) 

電源調達調整費 
記載なし 

安定的な供給力を確保するために必要

な費用として、1 キロワット時ごとに単

価を定め、その 1 月の使用電力量を乗じ

た費用となります。単価については、ホ

ームページに掲載または電子メールの

送信、その他当社が適当と判断する方法

によりお客さまに通知いたします。 

単価変更を行う場合には、単価変更月の

3 ヶ月前までに電子メールの送信、その

他当社が適当と判断する方法によりお

客さまに通知し、その内容を改定するこ

とができるものといたします。 

14.料金 

料金は、以下に定める基本料金、従

量料金、予備線料金、予備電源料金、

自家発補給料金および別表 2（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）

（3）によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計

と、別表に定める料金表により算定

された燃料費等調整額を差し引い

たものまたは加えたものとし、支払

期日までにお支払いいただきます。 

ただし、燃料調整額は別表 3.（燃料

費調整）(1)ロ(イ)１キロリットル当

たりの平均燃料価格が基準燃料価

格を下回る場合は差し引いたもの

とし、別表 3.（燃料費調整）(1)ロ 

(ロ) １キロリットル当たりの平均

燃料価格が基準燃料価格を上回る

場合は加えるものといたします。 

(1)料金は、以下に定める基本料金、従量

料金、予備線料金、予備電源料金、自家

発補給料金および別表 2（再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金）（3）によって算

定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計と、別表に定める料金表に

より算定された燃料費等調整額を差し

引いたものまたは加えたものとし、支払

期日までにお支払いいただきます。 

ただし、燃料費等調整額は別表 3.（燃料

費等調整）（1）ロ (イ)もしくは②で定め

たみなし小売電気事業者の約款記載の

１キロリットル当たりの平均燃料価格

が基準燃料価格を下回る場合は差し引

いたものとし、別表 3.（燃料費調整）(1)

ロ (ロ) もしくは②で定めたみなし小売

電気事業者の約款記載の１キロリット

ル当たりの平均燃料価格が基準燃料価



格を上回る場合は加えるものといたし

ます。 

27.日本卸電力取

引所の停止期間中

の料金 

記載なし 

自然災害の発生等により日本卸電力取

引所が取引を停止した場合には、同取引

所の取引価格に連動した契約種別を適

用しているお客さまにおける取引停止

中の電気料金については、停止期間中に

発生したインバランス料金（当該取引停

止前の同取引所における市場価格を基

礎として算定）に基づき、算定するもの

といたします。 

28.制限または中

止の料金割引 

託送約款等に定めるところによ

り、送配電事業者が、電気の使用

を制限し、または中止した場合

で、当社が託送約款等に定める料

金等の割引を受けたときは、その

月の電気料金または翌月の電気料

金にて、その月の力率割引または

割増し後の基本料金に当該割引率

を乗じた金額を割引いたします。

ただし、その原因がお客さまの責

めとなる理由による場合は、その

お客さまについては割引いたしま

せん。 

削除 

 

 

別表３(1) 

燃料費等調整額の適用区分の追加 

変更前 変更後 

記載なし 

契約書対応 

アルファベット 
燃料費等調整額種別 供給開始日 

燃料費等調整額 A 
独自燃料費等調整額に電源

調達調整費を加算 
2023年 6月 30日以前 

燃料費等調整額 B 

2024 年 3 月 31 日適用以前の

みなし小売電気事業者と同

一の燃料費等調整額に電源

2023 年 7 月 1 日以降 



調達調整費を加算 

燃料費等調整額 C 燃料費等調整額なし 

個別に締結している

覚書をご参照くださ

い。 

燃料費等調整額 D 

2024 年 3 月 31 日適用以前の

みなし小売電気事業者と同

一の燃料費等調整額を適用 

2024 年 4 月 1 日以降  

燃料費等調整額 E 

2024 年 4 月 1 日適用のみな

し小売電気事業者と同一の

燃料費等調整額を適用 

2024 年 4 月 1 日以降 

燃料費等調整額 F 

2024 年 4 月 1 日適用のみな

し小売電気事業者と同一の

燃料費等調整額に電源調達

調整費を加算 

2024 年 4 月 1 日以降 

 

別表 3(2)① 

独自燃料費等調整額の算定方法を追加 

※単価および算定方式は 2023 年 4 月 1 日施行の約款記載の内容から変更はございません。 

 

別表 3(2)② 

みなし小売電気事業者における参照約款の追加 

 変更前 変更後 

エリア 該当条項箇所 該当条項箇所 

北海道 記載なし 

電力契約標準約款(高圧) 

(2023 年 4 月 1 日実施) 

電力契約標準約款(特別高圧) 

(2023 年 4 月 1 日実施) 

別表 2(燃料費等調整) 

東北 記載なし 

電気標準約款(高圧) 

(2023 年 4 月 1 日実施)  

電気標準約款(特別高圧) 

(2023 年 4 月 1 日実施) 

別表 2 燃料費等調整 

東京 

電気需給約款［高圧］ 

(2023 年 4 月 1 日実施) 

電気需給約款［特別高圧］ 

燃料費等調整額 B または D が適用されるお客さ

ま 

電気需給約款［高圧］ 



(2023 年 4 月 1 日実施) (2023 年 4 月 1 日実施) 

電気需給約款［特別高圧］ 

(2023 年 4 月 1 日実施) 

 

燃料費等調整額 E または F が適用されるお客さ

ま 

電気需給約款［高圧］ 

(2024 年 4 月 1 日実施) 

電気需給約款［特別高圧］ 

(2024 年 4 月 1 日実施) 

上記約款内のベーシックプランの燃料費等調整

額を適用 

中部 

基本契約要綱(高圧)  

基本契約要綱(特別高圧) 

別表 4 燃料費調整 

2023 年 7 月 1 日施行の 

約款より変更なし 

北陸 

電気標準約款Ⅱ(高圧) 

(2023 年 4 月１日実施)  

電気標準約款(特別高圧)  

(2023 年 4 月１日実施)  

別表 2 燃料費等調整 

燃料費等調整額 B もしくは D が適用される 

お客さま 

電気標準約款Ⅱ(高圧)(2023 年 4 月１日実施)  

電気標準約款(特別高圧) (2023 年 4 月１日実施)  

別表 2 燃料費等調整 

 

燃料費等調整額 E もしくは F が適用される 

お客さま 

電気標準約款Ⅱ(高圧) 

(2024 年 4 月１日実施)  

電気標準約款(特別高圧)  

(2024 年 4 月１日実施)  

別表 2 燃料費等調整 

関西 

電気供給条件(特別高圧・高圧)  

(2023 年 4 月 1 日実施) 

別表 2 燃料費調整 

燃料費等調整額 B もしくは D が適用される 

お客さま 

電気供給条件(特別高圧・高圧)  

(2023 年 4 月 1 日実施) 

別表 2 燃料費調整 

 

燃料費等調整額 E もしくは F が適用される 

お客さま 



電気供給条件(特別高圧・高圧)  

(2024 年 4 月 1 日実施) 

別表 2 燃料費調整 

中国 

標準料金表(高圧)(2023 年 4 月 1

日実施)  

標準料金表(特別高圧)(2023 年 4

月 1 日実施)  

別表 1 燃料費等調整 

2023 年 7 月 1 日施行の 

約款より変更なし 

四国 

料金条件(2023 年 4 月 1 日実施) 

料金表(2023 年 4 月 1 日実施)  

別表 1 燃料費調整 

2023 年 7 月 1 日施行の 

約款より変更なし 

九州 

(2023 年 10 月 1 日実施) 

料金表(高圧・特別高圧)  

燃料費調整  

離島ユニバーサルサービス調整 

燃料費等調整額 B もしくは D が適用されるお客

様 

(2023 年 10 月 1 日実施) 

料金表(高圧・特別高圧)  

燃料費調整  

離島ユニバーサルサービス調整 

 

燃料費等調整額 E もしくは F が適用されるお客

さま 

(2024 年 4 月 1 日実施) 

料金表(高圧・特別高圧)  

燃料費調整  

離島ユニバーサルサービス調整 

 

 

以上 

 

 


